
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 会 計 実 施 規 則 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 
 
 
 
 
別表第１ 経理単位及び経理責任者（第２条関係） 
経理単位 経理責任者 範囲 

（略） 
医学・病院

構内共通 
医学・病院構内

共通事務部長 
（略） 

医学部附属病院（給与、旅

費及び外部資金等に限

る） 
医学部附属

病院 
医学部附属病院

事務部長 
医学部附属病院（給与、旅

費及び外部資金等を除

く） 

（略） 
事務本部 財務部長 （略） 

施設部（工事等を除く） 
（略） 

（略） 
備考 （略） 

 

別表第２ 出納責任者（第８条関係） 
第１表 
経理単位 出納責任者 範囲 
本 部 構 内

（文系）共

通 

（略） 
 人文科学研究所（東アジア人文

情報学研究センターに係る文

献複写料） 
 人文科学研究所（東アジア人文

情報学研究センターに係る文

献複写料を除く） 
（略） 

     （略） 
吉田南構内

共通 
 人間・環境学研究科・総合人間

学部（文献複写料除く） 
（略） 

医学・病院

構内共通 
 医学研究科・医学部（文献複写

料を除く） 
（略） 

 医学部附属病院（給与、旅費及

び外部資金等に限る） 

 
 

附 則（令和５年９月総長裁定） 
この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

 
別表第１ 経理単位及び経理責任者（第２条関係） 
経理単位 経理責任者 範囲 

（同 左） 
医学・病院

構内共通 
医学・病院構内

共通事務部長 
（同 左） 

医学部附属病院（給与、旅

費及び外部資金等に限

る。） 
医学部附属

病院 
医学部附属病院

事務部長 
医学部附属病院（給与、旅

費及び外部資金等を除

く。） 

（同 左） 
事務本部 財務部長 （同 左） 

施設部（工事等を除く。）

（同 左） 
（同 左） 

備考 （同 左） 
 
別表第２ 出納責任者（第８条関係） 
第１表 
経理単位 出納責任者 範囲 
本 部 構 内

（文系）共

通 

（同 左） 
 人文科学研究所（人文情報学創

新センターに係る文献複写料）

 
 人文科学研究所（人文情報学創

新センターに係る文献複写料

を除く。） 
（同 左） 

     （同 左） 
吉田南構内

共通 
 人間・環境学研究科・総合人間

学部（文献複写料除く。） 
（同 左） 

医学・病院

構内共通 
 医学研究科・医学部（文献複写

料を除く。） 
（同 左） 

 医学部附属病院（給与、旅費及

び外部資金等に限る。） 



改   正   前 改   正   後 
医学部附属

病院 
 医学部附属病院（診療費及び給

与、旅費、外部資金等を除く）

（略） 
南西地区共

通 
 薬学研究科・薬学部（文献複写

料を除く） 
（略） 

北部構内 （略） 
 農学研究科・農学部（文献複写

料を除く） 
（略） 

 農学研究科附属農場（京都農場

に限る） 
 農学研究科附属農場（京都農場

を除く） 
 基礎物理学研究所（共同利用研

究者宿泊所宿泊料を除く） 
（略） 

宇治地区  化学研究所（旅費を除く） 
（略） 

 エネルギー理工学研究所（旅費

を除く） 
（略） 

 生存圏研究所（旅費を除く） 
（略） 

 防災研究所（旅費を除く） 
（略） 

     （略） 

事務本部 経理課長 （略） 
施設部（清風会館収納金及び本

部構内入構整理料収納金を除

く） 
教育推進・学生支援部（小口現

金除く） 
（略） 

      （略） 
備考 
第２表 

 

別表第３ たな卸資産管理責任者等（第２３条関係） 
管理単位 たな卸資産管理責任者 

（略） 
事務本部（情報部を除く）施設部長 

（略） 
  

 

医学部附属

病院 
 医学部附属病院（診療費及び給

与、旅費、外部資金等を除く。）

（同 左） 
南西地区共

通 
 薬学研究科・薬学部（文献複写

料を除く。） 
（同 左） 

北部構内 （同 左） 
 農学研究科・農学部（文献複写

料を除く。） 
（同 左） 

 農学研究科附属農場（京都農場

に限る。） 
 農学研究科附属農場（京都農場

を除く。） 
 基礎物理学研究所（共同利用研

究者宿泊所宿泊料を除く。） 
（同 左） 

宇治地区  化学研究所（旅費を除く。） 
（同 左） 

 エネルギー理工学研究所（旅費

を除く。） 
（同 左） 

 生存圏研究所（旅費を除く。）

（同 左） 
 防災研究所（旅費を除く。） 

（同 左） 
          （同 左） 

事務本部 経理課長 （同 左） 
施設部（清風会館収納金及び本

部構内入構整理料収納金を除

く。） 
教育推進・学生支援部（小口現

金除く。） 
（同 左） 

       （同 左） 
備考 
第２表 

 
別表第３ たな卸資産管理責任者等（第２３条関係） 

管理単位 たな卸資産管理責任者 
（同 左） 

事務本部（情報部を除く。）施設部長 

（同 左） 
 
 

（略） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 
 

別紙様式１ 

 

別紙様式３－４ 

別紙様式３－５ 

別紙様式４－１ 

別紙様式４－２ 

別紙様式４－３ 

          （略） 

別紙様式４－１０   

別紙様式４－１１ 

別紙様式５－１ 

別紙様式５－２ 

別紙様式５－３ 

別紙様式５－４ 

別紙様式５－５ 

 

 
別紙様式１      

          （同 左） 

別紙様式３－４ 

別紙様式３－５   （別 添） 

別紙様式４－１   （同 左） 

別紙様式４－２   （別 添） 

別紙様式４－３ 

          （同 左） 

別紙様式４－１０ 

別紙様式４－１１  （別 添） 

別紙様式５－１   （別 添） 

別紙様式５－２   （同 左） 

別紙様式５－３   （別 添） 

別紙様式５－４   （同 左） 

別紙様式５－５   （同 左） 

 







様式４－１１







京 都 大 学 遺 失 物 取 扱 基 準 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

 

第６条 本部、北部、西部、吉田南、医学部、薬学部、

病院、人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究

センター、基礎物理学研究所・数理解析研究所共同利

用宿泊施設、国際交流会館本館、清風会館及び清風荘

の各構内（以下「本部地区」という。）に所在する部

局事務室等は、遺失物を受理した日から３日を経過

しても遺失者が判明しないときは、速やかに当該遺

失物に遺失物送付書（別紙様式５）を添えて施設部プ

ロパティ運用課へ送付すべきものとする。ただし、下

記に該当する遺失物については、受理後速やかに送

付すべきものとする。 
(1) 危険品その他危険の生ずるおそれのあるもの 
(2) 犯罪者の置き去ったと認められるもの 
(3) その他臨機の処置を必要とするもの 

２・３    （略） 
 
（後 略） 
 

 
 
第６条 本部、北部、西部、吉田南、医学部、薬学部、

病院、人文科学研究所附属人文情報学創新センター、

基礎物理学研究所・数理解析研究所共同利用宿泊施

設、国際交流会館本館、清風会館及び清風荘の各構

内（以下「本部地区」という。）に所在する部局事務

室等は、遺失物を受理した日から３日を経過しても

遺失者が判明しないときは、速やかに当該遺失物に

遺失物送付書（別紙様式５）を添えて施設部プロパ

ティ運用課へ送付すべきものとする。ただし、下記

に該当する遺失物については、受理後速やかに送付

すべきものとする。 
(1)  
(2)  
(3)   

２・３ 
 
 

附 則（令和５年９月総長裁定） 
この基準は、令和５年１０月１日から施行する。 

 
 

（同 左） 
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